
  

第７章 子ども・子育て支援事業計画
【背景】

急速な少子化の進行や深刻な待機児童問題等，子ども・子育てをめぐる様々な課
題の解決を目指して，平成 年８月に子ども・子育て関連３法が成立しました。
この法律に基づき，市町村は，５年を１期として，質の高い幼児期の学校教育や保
育，地域における子ども・子育て支援を総合的に提供するための「子ども・子育て
支援事業計画」（義務）を策定することが定められ，平成 年４月からは「子ど
も・子育て支援新制度」が開始されました。
市においても，これまで各種の子育て支援の取組を実施してきましたが，第１期

目の計画期間が終了することから，今般の国や都の状況に鑑み，一層の充実を図る
ため，第２期目の「子ども・子育て支援事業計画」を策定し，すべての子どもの良
質な生育環境を保障し，子ども・子育て家庭を社会全体で支援することにより，次
代を支える調布っ子が健やかに育つ環境づくりを総合的に推進します。

【現状と課題】
市においては，総人口の増加に伴い児童数も増加しており，平成 年度に実施

した「調布市子ども・子育て支援に関するニーズ調査」によると，子どもの平日の
定期的な教育・保育事業を７割強の方が利用し，そのうち，定期的に「認可保育
所」を６割弱の方が利用している状況です。
また，生活実態調査によると，調査対象の日野市，豊島区，墨田区に比べ，ふた

り親世帯の母親の就労状況は正社員が若干少なく，小学５年生と中学２年生では専
業主婦が若干多いという特徴があるほか，子育てに祖父母の支援を受けることがで
きる世帯は１割程度にとどまっています。
市では，これまで各種の子ども・子育て支援施策に取り組んできたところです

が，今後５年間も総人口の増加，児童数の増加のほか，核家族化の進行，女性就業
率の上昇も見込まれることから，幼児教育・保育無償化の影響も鑑みながら，引き
続き，待機児童の解消をはじめ，子ども・子育て支援施策を総合的に推進する必要
があります。
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１ 事業計画策定方針

子ども・子育て支援の具体的取組は，「調布市の将来人口推計」，「調布市子ど
も・子育て支援に関するニーズ調査」及び各事業の利用状況等をもとに，第３章の
３「計画の基本的方向」で記述した４つの視点に沿って策定します。

２ 教育・保育提供区域

教育・保育及び地域子ども・子育て支援事業の提供区域は，第１期計画と同様
に，今後の教育・保育に係る施設整備及び各事業の提供にあたり，年度ごとの状況
に柔軟に対応するため，全市を１区域と捉えて設定します。
今後の教育・保育にかかる施設整備及び各事業の提供にあたり，年度ごとの状況

に柔軟に対応するため市内全域での事業計画を策定します。
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３ 保育園等待機児童対策

近年の利用状況（直近５年の実績値）及び「子ども・子育て支援に関するニーズ
調査」結果を勘案し，課題となる３歳未満児のニーズに対応するため，平成 年
度から平成 年度の平均の保育需要率の伸び方を基本に，調布市子ども・子育て
会議で議論し，算出した「量の見込み」に対応するよう，「教育・保育施設※による
確保の内容及び実施時期（確保方策）」を次のとおり設定します。
この事業計画に基づき，計画期間において必要な教育・保育施設の整備を計画的

に実施していきます。
なお，国は，東京都をはじめ意欲的な自治体を支援するため，待機児童解消に必

要な受け皿として約 万人分の予算を平成 年度から令和元年度末までの２年間
で確保し，遅くとも令和２年度末までの３年間で全国の待機児童を解消するとして
おり，市においても，待機児童解消に向けた確保方策を実施します。

（１）確保方策の方針 

すべての子どもと子育て家庭が安心して保育サービスを利用できるように，認可
保育園を中心とした施設整備の推進と，定員拡充策として，柔軟な運用方法の検討
を進めます。保育園定員等の確保数については，今後の財政フレーム，利用状況等
を考慮しながら開設していく目標値です。

                                                   
※ 認定こども園法，学校教育法・児童福祉法に規定された認定こども園，幼稚園，保育所のこと。 
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（２）確保方策の考え方 

①教育・保育施設である，認可保育園の整備を中心に進めていきます。
②認可保育園では，低年齢児の定員に空きがない一方で，４歳児・５歳児の定員には
空きがある場合があります。この状況に鑑み，保育園の空きスペースや保育士人材
を活用して，待機児童となっている１・２歳児を当該年度限定で預かる年度限定型
保育事業を実施し，ハード・ソフト一体となった待機児童対策を推進します。

③認証保育所の認可保育園への移行支援を推進するとともに，現在運営が行われてい
る認可外保育施設等も確保方策に加えます。

④教育・保育の一体的な提供体制の確保として，教育・保育施設である，認定こども
園の設置についても，待機児童の状況を踏まえながら検証を進めていきます。

⑤保育施設の量的拡充とともに，すべての子どもが等しく良質な保育サービスを利用
できるよう，市内の全認可保育園に対する指導検査や保育アドバイザーの巡回を通
じて，保育の質の維持・向上を図ります。

⑥現時点での保育需要率や幼児教育・保育の無償化の影響等も勘案し，潜在的ニーズ
を見通した計画としています。

■保育部分の確保方策（新設の開所年度を基準としたもの）■
令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

教育・保育施設
（認可保育園，
認定こども園）

箇所 箇所 箇所 箇所 ★

★令和６年度の確保方策は，待機児童の状況を踏まえて検討します。
※確保数は，開設予定年度の数値を記載しています。
※調布市基本計画（令和元年から４年度）の計画期間中における施設整備数を確保する計画としています。
※教育・保育施設は 箇所あたり 人定員を想定しています。
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（３）幼児期の学校教育・保育の量の見込み，提供体制の確保の内容及びその実施時期 

■令和２年度 

学齢 歳 歳 歳 歳 歳 歳 計 施設数

保
育
園
等

量の見込み
（Ａ） 人 人 人 人

令和元年度末
確保量
（Ｂ）

人 人 人 人 箇所

【内
訳
】 

教育・
保育施設 人 人 人 人 箇所

地域型
保育事業 人 人 人 人 箇所

認可外
保育施設 人 人 人 人 箇所

その他 人 人 人 人 箇所

Ｂ－Ａ 人 人 人 人
新規確保量
（Ｃ） 人 人 人 人 箇所

【内
訳
】 

教育・
保育施設 人 人 人 人 箇所※

地域型
保育事業 人 人 人 人 箇所

認可外
保育施設 人 人 人 人 箇所

その他 人 人 人 人 箇所
確保方策
Ｄ Ｂ Ｃ 人 人 人 人 箇所

Ｄ－Ａ 人 人 人 人

幼
稚
園

量の見込み
（Ｅ） 人 人

確保方策
（Ｆ） 人 人 箇所

Ｆ－Ｅ 人 人 箇所
※小規模保育施設（地域型保育事業）からの認可化１箇所を含む。
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■令和３年度 

学齢 歳 歳 歳 歳 歳 歳 計 施設数

保
育
園
等

量の見込み
（Ａ） 人 人 人 人

令和２年度末
確保量
（Ｂ）

人 人 人 人 箇所

【内
訳
】 

教育・
保育施設 人 人 人 人 箇所

地域型
保育事業 人 人 人 人 箇所

認可外
保育施設 人 人 人 人 箇所

その他 人 人 人 人 箇所

Ｂ－Ａ 人 人 人 人
新規確保量
（Ｃ） 人 人 人 人 箇所

【内
訳
】 

教育・
保育施設 人 人 人 人 箇所

地域型
保育事業 人 人 人 人 箇所

認可外
保育施設 人 人 人 人 箇所

その他 人 人 人 人 箇所
確保方策
Ｄ Ｂ Ｃ 人 人 人 人 箇所

Ｄ－Ａ 人 人 人 人

幼
稚
園

量の見込み
（Ｅ） 人 人

確保方策
（Ｆ） 人 人 箇所

Ｆ－Ｅ 人 人 箇所
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■令和３年度 

学齢 歳 歳 歳 歳 歳 歳 計 施設数

保
育
園
等

量の見込み
（Ａ） 人 人 人 人

令和２年度末
確保量
（Ｂ）

人 人 人 人 箇所

【内
訳
】 

教育・
保育施設 人 人 人 人 箇所

地域型
保育事業 人 人 人 人 箇所

認可外
保育施設 人 人 人 人 箇所

その他 人 人 人 人 箇所

Ｂ－Ａ 人 人 人 人
新規確保量
（Ｃ） 人 人 人 人 箇所

【内
訳
】 

教育・
保育施設 人 人 人 人 箇所

地域型
保育事業 人 人 人 人 箇所

認可外
保育施設 人 人 人 人 箇所

その他 人 人 人 人 箇所
確保方策
Ｄ Ｂ Ｃ 人 人 人 人 箇所

Ｄ－Ａ 人 人 人 人

幼
稚
園

量の見込み
（Ｅ） 人 人

確保方策
（Ｆ） 人 人 箇所

Ｆ－Ｅ 人 人 箇所

 

■令和４年度 

学齢 歳 歳 歳 歳 歳 歳 計 施設数

保
育
園
等

量の見込み
（Ａ） 人 人 人 人

令和３年度末
確保量
（Ｂ）

人 人 人 人 箇所

【内
訳
】 

教育・
保育施設 人 人 人 人 箇所

地域型
保育事業 人 人 人 人 箇所

認可外
保育施設 人 人 人 人 箇所

その他 人 人 人 人 箇所

Ｂ－Ａ 人 人 人 人
新規確保量
（Ｃ） 人 人 人 人 箇所

【内
訳
】 

教育・
保育施設 人 人 人 人 箇所

地域型
保育事業 人 人 人 人 箇所

認可外
保育施設 人 人 人 人 箇所

その他 人 人 人 人 箇所
確保方策
Ｄ Ｂ Ｃ 人 人 人 人 箇所

Ｄ－Ａ 人 人 人 人

幼
稚
園

量の見込み
（Ｅ） 人 人

確保方策
（Ｆ） 人 人 箇所

Ｆ－Ｅ 人 人 箇所
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■令和５年度 

学齢 歳 歳 歳 歳 歳 歳 計 施設数

保
育
園
等

量の見込み
（Ａ） 人 人 人 人

令和４年度末
確保量
（Ｂ）

人 人 人 人 箇所

【内
訳
】 

教育・
保育施設 人 人 人 人 箇所

地域型
保育事業 人 人 人 人 箇所

認可外
保育施設 人 人 人 人 箇所

その他 人 人 人 人 箇所

Ｂ－Ａ 人 人 人 人
新規確保量
（Ｃ） 人 人 人 人 箇所

【内
訳
】 

教育・
保育施設 人 人 人 人 箇所

地域型
保育事業 人 人 人 人 箇所

認可外
保育施設 人 人 人 人 箇所

その他 人 人 人 人 箇所
確保方策
Ｄ Ｂ Ｃ 人 人 人 人 箇所

Ｄ－Ａ 人 人 人 人

幼
稚
園

量の見込み
（Ｅ） 人 人

確保方策
（Ｆ） 人 人 箇所

Ｆ－Ｅ 人 人 箇所
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■令和５年度 
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Ｄ－Ａ 人 人 人 人

幼
稚
園

量の見込み
（Ｅ） 人 人

確保方策
（Ｆ） 人 人 箇所

Ｆ－Ｅ 人 人 箇所

 

■令和６年度 

学齢 歳 歳 歳 歳 歳 歳 計 施設数

保
育
園
等

量の見込み
（Ａ） 人 人 人 人

令和５年度末
確保量
（Ｂ）

人 人 人 人 箇所

【内
訳
】 

教育・
保育施設 人 人 人 人 箇所

地域型
保育事業 人 人 人 人 箇所

認可外
保育施設 人 人 人 人 箇所
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Ｂ－Ａ 人 人 人 人
新規確保量
（Ｃ） 人 人 人 人 箇所

【内
訳
】 

教育・
保育施設
地域型
保育事業
認可外
保育施設
その他

確保方策
Ｄ Ｂ Ｃ 人 人 人 人 箇所

Ｄ－Ａ 人 人 人 人

幼
稚
園

量の見込み
（Ｅ） 人 人

確保方策
（Ｆ） 人 人 箇所

Ｆ－Ｅ 人 人 箇所

 
 
 

待機児童の状況を踏まえて検討
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４ 地域子ども・子育て支援事業

現在の利用状況（実績値）及び「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」結果
から推計した「量の見込み」に対応するよう，「地域子ども・子育て支援事業によ
る確保の内容及び実施時期（確保方策）」を次のとおり設定します。
この事業計画に基づき，計画期間において必要な地域子ども・子育て支援事業を

計画的に実施していきます。

（１）利用者支援事業 

①事業概要 

多様な教育・保育や事業が用意され，待機児童の解消等のためにそれらを個々の
ニーズに応じて確実に提供するべく，子どもや保護者がそれらの中から自分の家庭
に一番ふさわしいメニューを，確実かつ円滑に利用できるようなコーディネート機
能を担う事業です。子どもや保護者の身近な場所で支援を行います。

②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

現在，保育コンシェルジュを保育課窓口に配置し，保育園の入所や，各種の保育
サービスに関する情報提供及び利用に関する相談に応じています。また，児童館の
子育てひろばでは専門相談員等による子育てに関する相談を受け付けています。加
えて，子ども家庭支援センターすこやか及び保健センター（健康推進課）では，妊
娠届出をしたすべての妊婦を対象に，専門職が出産・育児等の相談に応じる「ゆり
かご調布事業」を実施しています。今後も継続して実施します。

③事業の量の見込み，提供体制の確保の内容及びその実施時期 

■量の見込み 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

利用者支援事業（箇所）
 

■確保方策 

各施設数（箇所） ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

保育課窓口
子ども家庭支援センターすこやか

保健センター（健康推進課）
※このほか，市内児童館 館で専門相談員による子育てに関する相談事業を実施しており，必要に応じて適切な
専門機関につないでいます。
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４ 地域子ども・子育て支援事業

現在の利用状況（実績値）及び「子ども・子育て支援に関するニーズ調査」結果
から推計した「量の見込み」に対応するよう，「地域子ども・子育て支援事業によ
る確保の内容及び実施時期（確保方策）」を次のとおり設定します。
この事業計画に基づき，計画期間において必要な地域子ども・子育て支援事業を

計画的に実施していきます。

（１）利用者支援事業 

①事業概要 

多様な教育・保育や事業が用意され，待機児童の解消等のためにそれらを個々の
ニーズに応じて確実に提供するべく，子どもや保護者がそれらの中から自分の家庭
に一番ふさわしいメニューを，確実かつ円滑に利用できるようなコーディネート機
能を担う事業です。子どもや保護者の身近な場所で支援を行います。

②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

現在，保育コンシェルジュを保育課窓口に配置し，保育園の入所や，各種の保育
サービスに関する情報提供及び利用に関する相談に応じています。また，児童館の
子育てひろばでは専門相談員等による子育てに関する相談を受け付けています。加
えて，子ども家庭支援センターすこやか及び保健センター（健康推進課）では，妊
娠届出をしたすべての妊婦を対象に，専門職が出産・育児等の相談に応じる「ゆり
かご調布事業」を実施しています。今後も継続して実施します。

③事業の量の見込み，提供体制の確保の内容及びその実施時期 

■量の見込み 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

利用者支援事業（箇所）
 

■確保方策 

各施設数（箇所） ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

保育課窓口
子ども家庭支援センターすこやか

保健センター（健康推進課）
※このほか，市内児童館 館で専門相談員による子育てに関する相談事業を実施しており，必要に応じて適切な
専門機関につないでいます。

 

 

（２）時間外保育事業（延長保育事業） 

①事業概要 

認可保育園や認定こども園等の定期的な教育・保育の事業の通常保育の時間を原
則 時間としていますが，保護者の労働時間や通勤時間等の状況を考慮して，通
常保育の前後の時間に，延長して保育を行います。

②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

平成 年度に実施したニーズ調査結果から，量の見込みを算出しました。認可
保育園在園児であれば全員時間外保育を利用できるため，確保方策は認可保育園の
定員数拡大に伴うものです。

③事業の量の見込み，提供体制の確保の内容及びその実施時期 

■量の見込み 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

時間外保育事業利用希望者（人）
 

■確保方策 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

時間外保育事業利用定員数 認可保育園の定員拡大数に伴う

 

 

 

（３）放課後児童健全育成事業（学童クラブ）・放課後子供教室事業（ユーフォー） 

市では，共働き家庭等の「小１の壁」への対応とともに，次代を担う人材を育成
するため，すべての就学児童が放課後等を安全・安心に過ごし，多様な体験・活動
を行うことができるよう，「放課後子ども総合プラン」に基づき，放課後児童健全
育成事業（学童クラブ）と放課後子供教室事業（ユーフォー）を一体的にまたは連
携して実施してきました。これまでの当該プランの進捗状況等を踏まえ，今後も引
き続き，学童クラブの施設整備を計画的に進めるとともに，「新・放課後子ども総
合プラン」に基づき，学童クラブとユーフォーの連携を推進し，すべての児童が放
課後等を安全・安心に過ごすことができる居場所を確保できるよう，放課後児童対
策に取り組みます。
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①事業概要 

＜放課後児童健全育成事業（学童クラブ）＞
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校１年生から６年生までの児童に対

して，放課後等の適切な遊びや生活の場を提供し，その健全育成を図る事業です。
平日の放課後のほか，土曜日，夏休み等の三季休業中に実施します。

＜放課後子供教室事業（ユーフォー）＞
放課後の学校施設を利用して，子どもたちが安全に遊べる場所を提供し，楽しく

自由に遊びながら，異なる年齢の子どもたちの交流を図り，社会性や想像力を養う
ことを目的として実施します。小学校１年生から６年生までの児童を対象とし，保
護者の就労に関わらず利用できる事業です。

②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

＜放課後児童健全育成事業（学童クラブ）＞
近年の就学前児童数の増加や，共働き世帯等の学童クラブの利用ニーズの高まり

により，地域によっては，入会保留児童が生じている状況にあります。そのような
状況の中，確保方策については，「調布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営
に関する基準を定める条例」において規定している児童１人あたりの専用区画面積
及び支援の単位を構成する児童の数を遵守するとともに，低学年の受入を優先する
という考え方のもと，入会保留児童が多く生じている地域や児童の育成環境の向上
が必要な地域について，施設整備を行い，児童の安全な育成の場の確保に取り組み
ます。
なお，今後も引き続き，放課後子供教室事業（ユーフォー）との連携を推進する

とともに，令和６年度の確保方策については，児童数の推計や直近の学童クラブの
申請状況から，学童クラブの需要数を推計しながら時点修正を行うこととします。
また，既存の学童クラブでは受入が困難な重度の障害児が利用できる学童クラブ

を整備し，入会児童の障害特性に応じたきめ細かな健全育成のみならず，障害児の
保護者の就労保障及び社会参加の機会拡充を図ります。

＜放課後子供教室事業（ユーフォー）＞
市では全小学校（ 校）内または近隣の施設にユーフォーを整備し，土曜日・三

季休業時も午前８時から開設しています。引き続き，児童が安全・安心に利用でき
るよう，児童及び保護者のニーズを把握・検証しながら，事業内容や設備の充実を
図ります。
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①事業概要 

＜放課後児童健全育成事業（学童クラブ）＞
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学校１年生から６年生までの児童に対

して，放課後等の適切な遊びや生活の場を提供し，その健全育成を図る事業です。
平日の放課後のほか，土曜日，夏休み等の三季休業中に実施します。

＜放課後子供教室事業（ユーフォー）＞
放課後の学校施設を利用して，子どもたちが安全に遊べる場所を提供し，楽しく

自由に遊びながら，異なる年齢の子どもたちの交流を図り，社会性や想像力を養う
ことを目的として実施します。小学校１年生から６年生までの児童を対象とし，保
護者の就労に関わらず利用できる事業です。

②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

＜放課後児童健全育成事業（学童クラブ）＞
近年の就学前児童数の増加や，共働き世帯等の学童クラブの利用ニーズの高まり

により，地域によっては，入会保留児童が生じている状況にあります。そのような
状況の中，確保方策については，「調布市放課後児童健全育成事業の設備及び運営
に関する基準を定める条例」において規定している児童１人あたりの専用区画面積
及び支援の単位を構成する児童の数を遵守するとともに，低学年の受入を優先する
という考え方のもと，入会保留児童が多く生じている地域や児童の育成環境の向上
が必要な地域について，施設整備を行い，児童の安全な育成の場の確保に取り組み
ます。
なお，今後も引き続き，放課後子供教室事業（ユーフォー）との連携を推進する

とともに，令和６年度の確保方策については，児童数の推計や直近の学童クラブの
申請状況から，学童クラブの需要数を推計しながら時点修正を行うこととします。
また，既存の学童クラブでは受入が困難な重度の障害児が利用できる学童クラブ

を整備し，入会児童の障害特性に応じたきめ細かな健全育成のみならず，障害児の
保護者の就労保障及び社会参加の機会拡充を図ります。

＜放課後子供教室事業（ユーフォー）＞
市では全小学校（ 校）内または近隣の施設にユーフォーを整備し，土曜日・三

季休業時も午前８時から開設しています。引き続き，児童が安全・安心に利用でき
るよう，児童及び保護者のニーズを把握・検証しながら，事業内容や設備の充実を
図ります。

 

③学童クラブの事業の量の見込み，提供体制の確保の内容及びその実施時期 

■量の見込み 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

利用希望者（人）

１年生

２年生
３年生

４年生

５年生

６年生
※２年度は令和元年 月 日時点の申請受付件数（速報値）。

※３年度以降については，「令和元年度調布市教育人口等推計報告書」及び 年度の学年別申請受付実績から算出。

 

■確保方策 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

確保数（箇所） ★

定員数（人） ★
★令和６年度の確保方策は，放課後子供教室事業（ユーフォー）との連携による利用状況を踏まえて検討します。
※確保数は，開設予定年度の数値を記載しています。
※令和２年度の１箇所は，石原小学校地域において既存の学童クラブでは受入が困難な重度の障害児が利用できる
学童クラブとして開設します。
※調布市基本計画（令和元年から４年度）の計画期間中における施設整備数を確保する計画としています。

④一体型または連携型の学童クラブ及びユーフォーの目標事業量 

一体型とは，同一の小学校内もしくは学童クラブが小学校の隣接地で両事業を実
施し，学童クラブ利用児童を含めたすべての児童がユーフォーの行事に参加できる
ものです。
連携型とは，学童クラブが小学校に隣接していないものの，学童クラブ利用児童

もユーフォーの共通行事に参加できるものです。
令和元年度では，市内 校中 校が一体型に該当する整備状況であり，今後行

事の充実を図っていきます。また，今後学童クラブの増設にあたり，残り８校につ
いても一体型または連携型となるよう取り組みます。
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■一体型または連携型の学童クラブ及びユーフォーの目標事業量 

学校名
２年度～６年度

一体型

第一小学校，第二小学校，第三小学校，深大寺小学校，北ノ台
小学校，多摩川小学校，国領小学校，布田小学校，染地小学
校，柏野小学校，杉森小学校，調和小学校

箇所

上ノ原小学校，若葉小学校，八雲台小学校，富士見台小学校，
滝坂小学校，石原小学校，緑ケ丘小学校，飛田給小学校

連携型等

８箇所

⑤ユーフォーの整備計画 

調布市では平成 年度をもって，全小学校（ 校）内または近隣の施設にユー
フォーを整備済みです。

⑥学童クラブ及びユーフォーの一体的な，または連携による実施に関する具体的な方策 

ユーフォーにおいて，学童クラブ及びユーフォーのどちらの児童も参加しやすい
共通行事の充実を図ります。
共通行事の実施にあたっては，企画段階から，学童クラブとユーフォーの職員が

連携して，内容や実施日等を検討できるよう，意見交換等の場を設けています。

⑦小学校の余裕教室等の活用に関する具体的な方策 

児童の安全・安心な活動拠点を確保するため，余裕教室や学校敷地内の余裕スペ
ース等の活用を検討します。

 

⑧児童館等の活用 
市内には，児童館が 箇所，中・高校生世代を対象とした青少年ステーション

があり，児童・生徒が放課後等を安全・安心に過ごし，多様な体験・活動を行う場所と
して運営しています。今後の児童館については，「調布市児童館のあり方検討委員会」の
報告書を踏まえて策定した「調布市児童館の今後のあり方，運営に関する方針」に基づ
き，これまで 年以上の長い歴史の中で児童館が培ってきた地域との交流やつながりを
重要視する中で，民間事業者のノウハウや専門的知識を活用し，公と民が一体となった
円滑な運営を推進するとともに，地域の児童福祉の拠点として，学童クラブやユーフォ
ーのほか，各学校や地域と連携・協力しながら，児童館の機能や役割の充実を図ります。
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■一体型または連携型の学童クラブ及びユーフォーの目標事業量 

学校名
２年度～６年度

一体型

第一小学校，第二小学校，第三小学校，深大寺小学校，北ノ台
小学校，多摩川小学校，国領小学校，布田小学校，染地小学
校，柏野小学校，杉森小学校，調和小学校

箇所

上ノ原小学校，若葉小学校，八雲台小学校，富士見台小学校，
滝坂小学校，石原小学校，緑ケ丘小学校，飛田給小学校

連携型等

８箇所

⑤ユーフォーの整備計画 

調布市では平成 年度をもって，全小学校（ 校）内または近隣の施設にユー
フォーを整備済みです。

⑥学童クラブ及びユーフォーの一体的な，または連携による実施に関する具体的な方策 

ユーフォーにおいて，学童クラブ及びユーフォーのどちらの児童も参加しやすい
共通行事の充実を図ります。
共通行事の実施にあたっては，企画段階から，学童クラブとユーフォーの職員が

連携して，内容や実施日等を検討できるよう，意見交換等の場を設けています。

⑦小学校の余裕教室等の活用に関する具体的な方策 

児童の安全・安心な活動拠点を確保するため，余裕教室や学校敷地内の余裕スペ
ース等の活用を検討します。

 

⑧児童館等の活用 
市内には，児童館が 箇所，中・高校生世代を対象とした青少年ステーション

があり，児童・生徒が放課後等を安全・安心に過ごし，多様な体験・活動を行う場所と
して運営しています。今後の児童館については，「調布市児童館のあり方検討委員会」の
報告書を踏まえて策定した「調布市児童館の今後のあり方，運営に関する方針」に基づ
き，これまで 年以上の長い歴史の中で児童館が培ってきた地域との交流やつながりを
重要視する中で，民間事業者のノウハウや専門的知識を活用し，公と民が一体となった
円滑な運営を推進するとともに，地域の児童福祉の拠点として，学童クラブやユーフォ
ーのほか，各学校や地域と連携・協力しながら，児童館の機能や役割の充実を図ります。

 

 

（４）子育て短期支援事業（ショートステイ） 

①事業概要 

保護者が疾病等により子どもの養育が困難になった場合，緊急一時的に預かりま
す（宿泊も可）。市内では子ども家庭支援センターすこやか，調布学園の２施設で
実施しています（利用受付は子ども家庭支援センターすこやかで実施）。

②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

平成 年度から平成 年度までの実績値の平均と，将来児童人口推計を勘案し
て算出しています。現在の定員数と，最大開所日数から年間の利用定員を算出した
ところ，現状でも受入可能なニーズ量であるため継続して実施します。

③事業の量の見込み，提供体制の確保の内容及びその実施時期 

■量の見込み 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

利用希望者（年間延べ人日）
 

■確保方策 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

定員数（人／日）
年間開所日数（２施設計）

利用定員計（人日）
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（５）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問） 

①事業概要 

助産師等が生後 か月までの乳児のいる家庭を訪問し，助言を行いながら各家庭
の状況に合った育児支援を行い，不安の解消を図ります。

②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

全戸訪問する事業であるため，人口推計の０歳児人口を量の見込みとしました。
出生通知票「我が家の赤ちゃんお知らせはがき」をもとに，助産師，保健師，看

護師が家庭訪問しており，現在の実施体制で全戸訪問を想定しているため，今後も
継続して実施します。

③事業の量の見込み，提供体制の確保の内容及びその実施時期 

■量の見込み 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

訪問件数（件）
※人口推計の０歳児人口を採用

■確保方策 

現在の実施体制で全戸訪問を想定しているため，今後も継続して実施します。

（６）養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会 

①事業概要 

養育支援訪問事業では，養育支援が特に必要な家庭を訪問して，児童虐待の発生
を予防するとともに，家庭における安定した児童の養育が可能となるよう保護者の
育児，家事等の養育能力を向上させるための支援（相談支援，育児・家事援助等）
を行います。
要保護児童対策地域協議会では，要保護児童等への適切な支援を図るため，情報

の交換や支援に関する協議を行います。構成機関代表者による会議，実務者による
会議のほか，個別ケースに対応するための関係者会議を随時開催するほか，当該協
議会の枠組みを通じ，関係者間で積極的な情報共有を行います。
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（５）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問） 

①事業概要 

助産師等が生後 か月までの乳児のいる家庭を訪問し，助言を行いながら各家庭
の状況に合った育児支援を行い，不安の解消を図ります。

②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

全戸訪問する事業であるため，人口推計の０歳児人口を量の見込みとしました。
出生通知票「我が家の赤ちゃんお知らせはがき」をもとに，助産師，保健師，看

護師が家庭訪問しており，現在の実施体制で全戸訪問を想定しているため，今後も
継続して実施します。

③事業の量の見込み，提供体制の確保の内容及びその実施時期 

■量の見込み 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

訪問件数（件）
※人口推計の０歳児人口を採用

■確保方策 

現在の実施体制で全戸訪問を想定しているため，今後も継続して実施します。

（６）養育支援訪問事業及び要保護児童対策地域協議会 

①事業概要 

養育支援訪問事業では，養育支援が特に必要な家庭を訪問して，児童虐待の発生
を予防するとともに，家庭における安定した児童の養育が可能となるよう保護者の
育児，家事等の養育能力を向上させるための支援（相談支援，育児・家事援助等）
を行います。
要保護児童対策地域協議会では，要保護児童等への適切な支援を図るため，情報

の交換や支援に関する協議を行います。構成機関代表者による会議，実務者による
会議のほか，個別ケースに対応するための関係者会議を随時開催するほか，当該協
議会の枠組みを通じ，関係者間で積極的な情報共有を行います。

 

②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

ニーズ調査により量の見込みを設定する事業ではないため，過去の実績を参照し
つつ，現在の取組を継続して実施します。

③事業の量の見込み，提供体制の確保の内容及びその実施時期 

■量の見込み 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

養育支援訪問件数（件）

要保護児童対策協議会
ケース会議・実務者会議（回）

 

■確保方策 

過去の実績を参照しつつ，現在の取組を継続して実施します。

（７）地域子育て支援拠点事業（子育てひろば） 

①事業概要 

地域の身近な場所で，子育て中の親子の交流や仲間づくり，育児相談等を行う事
業です。

②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

現在，市内では各児童館（ 館）や，私立認可保育園２園（オリンピア保育園・
東京 まきば保育園），子ども家庭支援センターすこやか，及びプレイセンタ
ーちょうふで実施しており，今後も継続して実施します。
また，現在の子育て家庭の状況は多様であることを踏まえると，どのような小さ

な課題であっても，当該の家族にとっては深刻な課題になりうると共通理解して向
き合うことが必要です。多様な子育て家庭の課題に対応するため，地域全体の子育
て力の向上に向けて官民協働で取り組みます。

③事業の量の見込み，提供体制の確保の内容及びその実施時期 

■量の見込み 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

年間利用希望者数（人日）
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■確保方策 

各施設数（箇所） ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

児童館

保育園

子ども家庭支援センターすこやか

プレイセンターちょうふ

子育て支援施設 こどもとフラット

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

      

「こどもとフラット」は，京王線調布駅南口駅前のセントラルレジデンス調布内

に，平成２７年４月に開所した，一時預かり・定期利用保育，子育てひろばを運営す

る「プレイセンターちょうふ」と，子育てカフェの「aona」が併設された子育て支

援施設です。 

   施設所在地：調布市布田 4-17-10 セントラルレジデンス調布２階 

 プレイセンターちょうふ 

 
プレイセンターちょうふは，一時預かり・定期利用保育と雨の日 

でも子どもが遊べる屋内の遊び場が併設された施設です。 

また，親同士が学び合い自分たちで運営する，プレイセンター活 

動も定期的に実施しています。子どもも親も育ち合う活動に取り組 

んでいます。 

 

 
子育てカフェ「aona」 

 
子育てカフェ「aona」は，新鮮な農産物をおいしく召し上がって 

いただける食堂という意味で名付けられました。 

 ひと手間かけて素材の味を生かし，心を込めた手料理を提供してい 

ます。乳児から大人までが一緒に食事やおしゃべりを楽しんでいただ 

ける場所で，まちのさまざまな人の手で子どもを育てる環境をつくる 

ことを目指す多世代交流&出番づくりのカフェです。 

 

 

 

【プレイセンターちょうふ】      【子育てカフェ aona】      
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■確保方策 

各施設数（箇所） ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

児童館

保育園

子ども家庭支援センターすこやか

プレイセンターちょうふ

子育て支援施設 こどもとフラット

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

      

「こどもとフラット」は，京王線調布駅南口駅前のセントラルレジデンス調布内

に，平成２７年４月に開所した，一時預かり・定期利用保育，子育てひろばを運営す

る「プレイセンターちょうふ」と，子育てカフェの「aona」が併設された子育て支

援施設です。 

   施設所在地：調布市布田 4-17-10 セントラルレジデンス調布２階 

 プレイセンターちょうふ 

 
プレイセンターちょうふは，一時預かり・定期利用保育と雨の日 

でも子どもが遊べる屋内の遊び場が併設された施設です。 

また，親同士が学び合い自分たちで運営する，プレイセンター活 

動も定期的に実施しています。子どもも親も育ち合う活動に取り組 

んでいます。 

 

 
子育てカフェ「aona」 

 
子育てカフェ「aona」は，新鮮な農産物をおいしく召し上がって 

いただける食堂という意味で名付けられました。 

 ひと手間かけて素材の味を生かし，心を込めた手料理を提供してい 

ます。乳児から大人までが一緒に食事やおしゃべりを楽しんでいただ 

ける場所で，まちのさまざまな人の手で子どもを育てる環境をつくる 

ことを目指す多世代交流&出番づくりのカフェです。 

 

 

 

【プレイセンターちょうふ】      【子育てカフェ aona】      

 

（８）一時預かり保育，子育て短期支援事業（トワイライトステイ），子育て援助活動支援

事業（ファミリー・サポート・センター） 

①事業概要 

保護者が冠婚葬祭や育児疲れ等の理由により，家庭での保育が一時的に困難とな
った子どもについて，主として昼間，保育園その他の場所において，一時的に預か
る事業です。
以下の３事業については就学前児童・小学校児童を対象に実施します。

ア）一時預かり保育
保護者の断続的な就労，職業訓練，就学のためや，保護者の傷病・災害・事

故・冠婚葬祭等，緊急・一時的に家庭内での保育が困難な市内在住の就学前児童
を一時的に預かります。現在，市内認可保育園 園で実施しており，うち３園
には緊急のための枠が別にあります。また，子ども家庭支援センターすこやか及
びプレイセンターちょうふでも実施しています。

イ）子育て短期支援事業（トワイライトステイ）
就労形態の多様化等により保護者の帰宅が遅い場合に，子どもを平日午後５～

午後 時まで預かります（会員登録制）。保育園や学童クラブ等への送迎も行っ
ています。

ウ）子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）
子育ての援助を受けたい方（依頼会員）と子育ての援助を行いたい方（協力会

員）による会員組織を設置し，保育園・幼稚園の送迎や一時的な保育等，地域に
おいて会員同士が子育てを相互に援助する事業を実施します。
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②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

平成 年度から平成 年度までの実績値の平均と，将来児童人口推計を勘案し
て算出しています。多様な理由での利用希望に応えられるよう，今後も引き続き実
施します。

 

③事業の量の見込み，提供体制の確保の内容及びその実施時期 

■量の見込み 

就学前児童 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

３事業年間利用希望者数（人日）
 

■確保方策 

年間定員数 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

一時預かり事業（人日）
子育て短期支援事業（人日）
（トワイライトステイ）

子育て援助活動支援事業（人日）
（ファミリー・サポート・センター）

３事業計

（９）幼稚園の預かり保育 

①事業概要 

幼稚園教育時間の終了後，引き続き保育を希望する保護者のニーズに応えるた
め，在園児を幼稚園において預かり，保育を実施します。
現在，市内には私立幼稚園が 園あります。平成 年４月から幼稚園預かり保

育を 園で実施しています。

②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

確保方策としては市内の各幼稚園と今後の預かり保育の実施について協議を進め
ます。
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②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

平成 年度から平成 年度までの実績値の平均と，将来児童人口推計を勘案し
て算出しています。多様な理由での利用希望に応えられるよう，今後も引き続き実
施します。

 

③事業の量の見込み，提供体制の確保の内容及びその実施時期 

■量の見込み 

就学前児童 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

３事業年間利用希望者数（人日）
 

■確保方策 

年間定員数 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

一時預かり事業（人日）
子育て短期支援事業（人日）
（トワイライトステイ）

子育て援助活動支援事業（人日）
（ファミリー・サポート・センター）

３事業計

（９）幼稚園の預かり保育 

①事業概要 

幼稚園教育時間の終了後，引き続き保育を希望する保護者のニーズに応えるた
め，在園児を幼稚園において預かり，保育を実施します。
現在，市内には私立幼稚園が 園あります。平成 年４月から幼稚園預かり保

育を 園で実施しています。

②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

確保方策としては市内の各幼稚園と今後の預かり保育の実施について協議を進め
ます。

 

③事業の量の見込み，提供体制の確保の内容及びその実施時期 

■量の見込み 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

幼稚園預かり保育利用者数（人日）
 

■確保方策 

確保方策としては市内の各幼稚園と今後の預かり保育の実施について現状の取組
を維持できるよう，協議を進めます。

（10）病児保育事業（病児・病後児保育） 

①事業概要 

病気の急性期または回復期にあって集団保育を受けることが困難な期間にあり，
児童が保護者の勤務都合や傷病等で育児が困難な場合に児童を一時的に病児・病後
児保育室で預かる事業です。保育園等に通園中の満１歳から小学校３年生までの児
童を市内２箇所で保育します。

②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

通年での実績では稼働率が低いものの，感染症等の流行する時期には稼働率が高
まり，現在の定員数を上回るニーズが生じているという課題があります。また，現
在の施設の数，場所では利用できないという実態について，育児と仕事の両立の支
援に寄与できるよう，施設整備や民間施設との連携等，総合的に対策を検討しま
す。

③事業の量の見込み，提供体制の確保の内容及びその実施時期 

■量の見込み 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

年間利用希望者数（人日）
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■確保方策 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

定員数（人／日）

年間開所日数（日）（２施設計）

年間定員計（人日）
 
 
 

（11）妊婦に対して健康診査を実施する事業（妊婦健康診査） 

①事業概要 

健康診査により，健康管理及び保健指導を行うことで妊産婦及び乳児の死亡率の
低下を図り母子の健康と健全な養育環境を確保します。

②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

すべての妊産婦に対して実施します。

③事業の量の見込み，提供体制の確保の内容及びその実施時期 

■量の見込み 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

受診件数（件）
※人口推計の０歳児人口を採用

 

■確保方策 

現在の実施体制で全妊産婦を対象と想定しているため，今後も継続して実施しま
す。
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■確保方策 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

定員数（人／日）

年間開所日数（日）（２施設計）

年間定員計（人日）
 
 
 

（11）妊婦に対して健康診査を実施する事業（妊婦健康診査） 

①事業概要 

健康診査により，健康管理及び保健指導を行うことで妊産婦及び乳児の死亡率の
低下を図り母子の健康と健全な養育環境を確保します。

②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

すべての妊産婦に対して実施します。

③事業の量の見込み，提供体制の確保の内容及びその実施時期 

■量の見込み 

２年度 ３年度 ４年度 ５年度 ６年度

受診件数（件）
※人口推計の０歳児人口を採用

 

■確保方策 

現在の実施体制で全妊産婦を対象と想定しているため，今後も継続して実施しま
す。

 

（12）実費徴収に係る補足給付を行う事業 

①事業概要 

保護者の世帯所得等の状況その他の事情を勘案して，保育園等に保護者が支払う
べき日用品や文房具等の物品購入費や行事への参加等を助成する事業です。
保護者と同一の世帯に属するものに係る市民税所得割合算額が 円未満であ

る者と，小学３年生までの児童が同一世帯に３人以上いる場合の第３子以降を対象
に実施します。

②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

令和元年 月から開始した幼児教育・保育の無償化に伴い，世帯の所得状況そ
の他の事情を勘案して，特定子ども・子育て支援施設である幼稚園等に保護者が支
払うべき食事の提供（副食の提供に限る）にかかる実費徴収額に対して一部を補助
し，円滑な特定子ども・子育て支援等の利用を図ります。

③事業の量の見込み，提供体制の確保の内容及びその実施時期 

ニーズ調査に基づき，量を見込むものではありませんので，対象者を適切に把握
し，着実に事業を実施します。

（13）多様な事業者の参入促進・能力活用事業 

①事業概要 

教育・保育施設等への民間事業者の参入の促進に関する調査研究，その他多様な
事業者の技術・知識等を活用した教育・保育施設等の設置または運営を促進するた
めの事業です。

②確保方策の考え方（事業推進の考え方） 

本事業については，子ども・子育て支援事業計画を踏まえて，新規認可保育園の
運営主体として株式会社等の多様な主体の参入を推進しました。今後も引き続き認
可保育園の新設にあわせて，事業実施について検討します。

③事業の量の見込み，提供体制の確保の内容及びその実施時期 

ニーズ調査に基づき，量を見込むものではありませんので，国や都の動向や調布
市の実情を踏まえ検討します。
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５ 子ども・子育て支援給付に係る教育・保育の
一体的提供やその推進体制の確保

乳幼児期の質の高い学校教育・保育の一体的提供に向けては，幼稚園と保育園の
機能を併せ持つ認定こども園が重要な役割を持ちます。
調布市では増加する保育ニーズに対応するため，第７章の「３ 保育園等待機児

童対策」における確保方策の方針に基づき，認可保育園を中心とした整備を進めて
いきますが，既存の幼稚園や保育園から認定こども園への移行や新たな設置につい
ても，待機児童の状況や設置者の意向，施設・設備等の状況を踏まえて，普及・促
進の検討を行います。

認定こども園とは？

 

保育所及び幼稚園等における就学前児童に対する保育及び教育，保護者に対する子

育て支援の総合的な提供を行う施設です。「保護者が働いている・いないにかかわら

ずすべての子どもが利用できる」，「０～５歳の年齢の違う子ども同士がともに育つ」，

「子育て相談などの子育て支援を行い，地域の子育て家庭を支援する」等の機能を持

ちます。都知事が条例に基づき認定する施設です。 

 

○認定こども園の種類 

幼保連携型 

 

認可幼稚園と認可保育園とが連携して一体的な運営を行う

ことにより，認定こども園としての機能を果たすもの。 

幼稚園型 

 

認可幼稚園が，保育が必要な子どものための保育時間を確保

するなど，保育所的な機能を備えて認定こども園としての機

能を果たすもの。 

保育所型 

 

認可保育園が，保育が必要な子ども以外の子どもも受け入れ

るなど，幼稚園的な機能を備えることで，認定こども園とし

ての機能を果たすもの。 

地方裁量型 

 

幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が，

認定こども園としての機能を果たすもの。 
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６ 子育てのための施設等利用給付の
円滑な実施の確保

子育てのための施設等利用給付の給付申請については，保護者の利便性や過誤請
求・支払いの防止等を考慮し，各利用施設においてとりまとめを依頼するととも
に，保護者への支払いを着実に実施し，子育てのための施設等利用給付の円滑な実
施の確保に取り組みます。
また，特定子ども・子育て施設等の確認等については，都や施設所在区市町村と

の連携や情報共有を図り，適切に取り組みます。

■幼児教育・保育の無償化■

■ ①と②の施設は併用しても，無償化の対象は原則①のみです。
■ 国立大学付属幼稚園の無償化上限額（月額）は 円，特別支援学校幼稚部は

円です。
※ 就労等の理由により，保護者（父母ともに）が当該児童を保育することが困難であること。
※ 認定こども園のうち，教育時間（４時間程度）のみの利用者については，保育の必要性は不要です。
※ ②の施設，事業を複数併用して利用する場合は，合計金額が上限額（満３歳児～５歳児は 円，

市民税非課税世帯の０～２歳児は 円）に達するまで無償化の対象です。
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